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国

税

庁

税

務

大

学

校

税

務

情

報

セ

ン

タ

ー

租

税

史

料

室

編

著 

『

営

業

税

関

係

史

料

集

―

―

国

税

営

業

税

を

中

心

に

―

―

』 

（

租

税

史

料

叢

書 

第

六

巻

） 

 

国

税

庁

税

務

大

学

校

 

二

〇

一

三

・

三

刊 

Ａ

５ 
 
 

 

六

六

八

頁 
 
 
 

非

売

品 

  

毎

回

税

を

一

つ

取

り

上

げ

、

発

行

史

料

室

が

所

蔵

す

る

史

料

だ

け

で

な

く

大

蔵

官

僚

な

ど

の

関

係

史

料

も

集

成

し

、

刊

行

を

続

け

て

い

る

租

税

史

料

叢

書

か

ら

、

今

回

は

国

税

営

業

税

の

史

料

集

が

上

梓

さ

れ

た

。 

 

研

究

史

上

、

営

業

税

に

つ

い

て

は

、

そ

の

廃

止

を

求

め

る

民

衆

運

動

や

利

益

団

体

の

政

治

行

動

に

注

目

が

集

め

ら

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

政

治

的

文

脈

を

離

れ

た

税

そ

の

も

の

の

研

究

は

不

十

分

な

状

況

に

あ

る

。 

 

本

書

は

、

国

税

営

業

税

の

全

生

涯

に

わ

た

っ

て

史

料

を

収

録

し

て

い

る

。

税

制

体

系

の

構

想

を

う

か

が

わ

せ

る

史

料

を

、

法

や

施

行

規

則

な

ど

実

際

の

制

度

面

の

変

遷

と

と

も

に

参

照

す

る

こ

と

が

で

き

、

詳

細

な

解

題

も

理

解

を

助

け

る

。

ま

た

、

税

務

署

に

対

す

る

税

務

監

督

局

か

ら

の

指

示

・

注

意

や

、

逆

に

税

務

署

か

ら

の

上

申

な

ど

、

徴

税

機

関

の

史

料

が

充

実

し

て

い

る

こ

と

も

特

徴

で

、

彼

ら

が

ど

の

よ

う

な

意

図

・

認

識

の

下

で

納

税

者

と

向

き

合

っ

て

い

た

の

か

が

う

か

が

え

る

。

以

下

、

本

書

の

構

成

に

沿

っ

て

収

録

史

料

を

概

観

し

た

い

。 

 

「

一

、

営

業

税

の

国

税

化

」

で

は

、

明

治

二

二

（

一

八

八

九

）

年

に

お

け

る

営

業

税

案

や

、

全

国

ま

ち

ま

ち

で

あ

っ

た

地

方

税

時

代

の

営

業

税

を

調

査

し

た

史

料

な

ど

が

取

り

上

げ

ら

れ

、

国

税

化

の

前

史

と

し

て

興

味

深

い

。 

 

「

二

、

営

業

税

法

の

成

立

」

は

、

明

治

二

九

（

一

八

九

六

）

年

の

営

業

税

法

に

よ

る

国

税

化

か

ら

、

明

治

年

間

の

史

料

を

収

録

す

る

。

制

度

創

設

期

の

混

乱

や

廃

税

運

動

の

盛

り

上

が

り

に

対

し

、

徴

税

機

関

が

い

か

に

対

応

し

よ

う

と

し

て

い

た

か

が

う

か

が

え

る

。 

 

「

三

、

大

正

期

の

営

業

税

」

で

は

、

特

に

大

正

三

（

一

九

一

四

）

年

営

業

税

法

改

正

に

よ

り

制

度

化

さ

れ

た

営

業

税

調

査

委

員

に

関

す

る

史

料

が

豊

富

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

所

得

税

に

な

ら

っ

て

納

税

者

の

互

選

に

よ

る

委

員

を

税

額

決

定

過

程

に

参

加

さ

せ

る

も

の

で

、

納

税

者

と

徴

税

機

関

と

の

相

互

関

係

を

考

察

し

う

る

制

度

と

し

て

興

味

深

い

。 

 

営

業

税

は

、

大

正

一

五

（

一

九

二

六

）

年

に

営

業

収

益

税

へ

と

姿

を

変

え

る

。

し

か

し

、

相

次

ぐ

恐

慌

と

重

な

る

時

期

で

あ

り

、「

四

、

営

業

収

益

税

の

時

代

」

で

は

各

種

団

体

か

ら

の

陳

情

史

料

が

目

を

引

く

。 

 

昭

和

一

五

（

一

九

四

〇

）

年

に

は

地

方

分

与

税

と

し

て

の

営

業

税

へ

改

正

さ

れ

る

が

、

「

五

、

昭

和

期

の

営

業

税

」

で

は

、

戦

時

下

に

お

け

る

徴

税

の

実

態

の

一

端

を

示

す

史

料

が

注

目

さ

れ

る

。 

 

あ

る

制

度

に

対

す

る

理

解

を

深

め

る

こ

と

は

、

史

料

中

で

焦

点

と

な

っ

て

い

る

問

題

の

所

在

を

把

握

す

る

上

で

も

重

要

で

あ

る

し

、

当

該

制

度

を

材

料

と

し

た

新

た

な

分

析

の

ア

イ

デ

ィ

ア

に

も

つ

な

が

る

。

本

書

は

そ

の

糸

口

を

つ

か

む

た

め

に

、

こ

れ

以

上

無

い

助

け

と

な

る

だ

ろ

う

。 

（

中

西

啓

太

） 

 
 


